
Ｒ５.６月現在 

 ※ 申請書は、１台につき１枚、２台利用の場合は、それぞれ ご提出ください。 

  

※ 利用許可通知書 の   

 発行後の行程変更はお受け出来ません。 

 

  

出発（集合）・帰着場所は、1 ヵ所で。 

また、道路での乗降は他の車両等の

通行の妨げになりますので、バスが

停車できるスペースのある場所を確

保してください。 

 

当日 そのバスに乗車し、

参加者の取りまとめをさ

れる方をご記入ください。 

 

≪ 運行行程について ≫ 
 

◆ 目的地への  到着・  出発時間  を忘れ

ずにご記入ください。 
 

◆ チャイルドシート等が必要な団体は、

設置・取外しの時間が必要となります

ので、これらを含めた時間で余裕をも

った運行行程をお決めください。 
 

◆ 移動に 1 時間以上かかる場合は、換

気のためトイレ休憩などを入れてくだ

さい。 
 

◆ 園外保育の利用で、雨天時に行程が

変わる場合は、余白にご記入くださ

い。 （ ※ 但し、最初の行程の市町

村内での変更に限る。） 

 

※ 利用団体にて、全行程での傷害保険へ

の加入等をお願いしています。 

 

※主な行き先の住所

や電話番号を必ず

ご記入ください。 
 

（携帯番号） 

 

※ 申請書の裏面 

『運行に関しての注意事項』を必ず

ご確認ください。 

 

申請日を記入してください。 


